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Ⅴ. 疾患別感染対策 9. 新型コロナウイルス感染症 

(１) 臨床 

 病原体: COVID-19 の原因ウイルスである SARS-CoV-2 は、コロナウイルス科ベータ
コロナウイルス属に分類される一本鎖 RNA ウイルス。2024 年 4 月現在、オミクロン
株とその亜系統および組換え体が世界的に流行している。 

 潜伏期間: COVID-19（オミクロン株）の潜伏期間は一般的に 2〜7 日（中央値 2〜3 日）
とされている。 

 症状: 主な症状は、発熱、咳嗽、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、頭痛、倦怠感など。オミクロン
株が主流になって以降、嗅覚・味覚障害の頻度は減少している。重症化のリスク因子を
有する患者では、病状が急速に進行する可能性があるため、注意が必要である。 

 疫学: 日本では 2020 年 1月に初めて感染者が確認され、その後複数の流行波を経験し
た。2023年 5 月 8日より COVID-19 は 5 類感染症に変更された。 

 感染様式: 主な感染経路は飛沫感染と接触感染であり、エアロゾルによる空気感染も示
唆されている 

 感染期間: 感染者は発症 2 日前から発症後 5〜10 日間程度、ウイルスを排出すること
で感染性を有すると考えられている。  

 検査診断: COVID-19 の診断には、核酸検出検査（PCR、LAMP等）または抗原検査が
用いられる。オミクロン株流行下では、抗原定性検査キットの感度が低下している点に
注意が必要である、 

(２) 診療 

1） 患者発生時の対応 
新型コロナウイルス感染症を疑う症状（発熱、咳嗽、呼吸困難など）がある患者は

速やかに検査を実施する。感染が確定した患者は、個室隔離行った上で、標準予防策、
接触感染予防策、飛沫感染予防策、空気感染対策（エアロゾル発生手技実施時）を実施
する。 
患者が入院後発生（入院後 2 日以上経過）の場合、平日日中は感染制御部、夜間休

日は事務当直経由にて感染制御部に連絡をする。 
2） 入院患者の有症状時の検査 
検査法：抗原定量検査、検査材料：鼻咽頭または唾液とし、検体検査画面よりオーダー
を行う。 

3） 患者が濃厚接触者となった場合の対応について。 
① 濃厚接触となる基準 
・ 発端者の発症からさかのぼって 2日前より以下の接触があった。 
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・ 発端者とマスク無しで１ｍ以内、15 分以上の会話や接触があった場合 
・ 食事や睡眠時の生活空間を長時間（８時間以上）共有していれば、濃厚接触とな
る。例）総室患者が発症した場合、８時間以上同室した患者は濃厚接触となる。 

② 濃厚接触者の対応について 
・ 濃厚接触者（患者）は病室の移動を行わず、曝露日を 0 日として 5 日間は症状
（上気道症状、発熱など）観察を行い 5 日目に発症しなければ病室の移動も含
め通常通りとする。 

・ 観察期間中は、室外に出る際、マスクの着用を行い、室外に無用に長時間滞在
しないように説明する。 

4） 感染対策 
原則、標準予防策に飛沫感染対策・接触感染対策を加えて行う。また、エアロゾル
産生手技時には、空気感染対策に準じた感染対策を追加する。これまでの知見か
ら、環境からの感染伝播のリスクは高くないことが判明しているため、患者環境に
のみ触れる場合等、状況に応じた個人防護具の選択を可能とする。 
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① 患者の収容 
新型コロナウイルス感染症を疑う患者、または陽性確定患者の収容は、個室病室
で行う。患者数の増加により、個室単位での隔離が困難な場合はコホート管理を行
う。 
② 個人防護具 
個人防護具は、患者の身体状態や患者に接する状況に応じて、選択する。 

 
③ その他 
器材・食器の取り扱い、カーテン、病院リネンの取り扱い、廃棄物の処理につい
ては、標準予防策の項を参照する。 
日常清掃、退院時清掃の方法については、 
Ⅱ.隔離予防策>2．感染経路別予防策>（２）各経路別感染予防策の実施方法>
１）接触感染＞③接触感染予防策＞◆清掃 
の項を参照する。 
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5） COVID-19 陽性入院患者の治療 
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6) 隔離解除基準について 
COVID-19 患者の隔離期間は①COVID-19の重症度と②患者の免疫状態で決まる。 
軽症且つ下記に示す免疫不全がない場合は、発症日を 0日として 6日目に隔離解除となる。 
免疫を低下させる疾患や薬剤使用のある患者は表 1 を参照し、軽度、中等度、高度の免疫
不全のいずれに相当するかを確認する。抗がん剤、生物学的製剤、免疫抑制剤、ステロイド
使用中は基本的には、中等度免疫不全として扱うが、薬剤の種類や投与量により一部軽度や
高度に分類する。 
軽度であれば、免疫不全のないものと同様の隔離期間とする。隔離期間は表 2の通りとす
る。 
表 1 免疫抑制の程度 
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表 2 免疫不全者の隔離解除基準 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(３) 職員対応 

1） 有症状時 
新型コロナウイルス感染症を疑う症状（発熱、咳嗽、呼吸困難など）が 24 時間以上
持続した場合、近医にて受診して検査を受ける。 

2） 就業制限期間 
新型コロナウイルス感染症と診断されたら、発症日を 0 日目として、5日間休職。
症状消失し 24 時間経過していれば、6日目より復帰可能。 
（無症状陽性の場合も同様に、検査陽性日を 0日目として、5日間休職し、6日目よ
り出勤可能） 

3） 事務手続き 
マイハンダイ→安全衛生管理部ポータルサイトから登録 
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*勤務中に有症状となった場合には、すぐ帰宅し近医受診または自身で購入した抗原キッ
トで新型コロナウイルス検査を行うのが原則である。但し、夜間・休日等で近医での受
診が困難な場合は、院内検査を受けることも可能である。 
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